
１．モバイルバッテリー・電子タバコ

２．小型家電（２５品目）で、リチウムイオン電池使用製品

３．その他のリチウムイオン電池使用製品（粗大ごみは除く）

リチウムイオン電池使用製品
の適正な分別をお願いします。

リチウムイオン電池は、強い衝撃が加わると発煙・発火の恐れが
あり、ごみ収集車やごみ処理施設の火災の原因となりますので、燃
やせるごみの袋では絶対に出さないでください！！

本体・取り外せないものは
こちら↓

リチウムイオン電池は
こちら↓

リチウムイオン電池は
こちら↓

本体・取り外せないものは
こちら↓

各地区での資源物収集で出す場合の
リチウムイオン電池使用製品の処理方法（田主丸地域）



登録番号

住 所

氏 名

久留米市田主丸町

耳納クリーンステーション搬入許可証 持ち込む時には「搬入許可証」が必要と
なり、この許可証は田主丸総合支所 環境建
設課（２階）で発行しています。

お問い合わせ
田主丸総合支所 環境建設課
〒839-1298 久留米市田主丸町田主丸459-11 TEL：0943-72-2156 FAX：0943-72-3819

久留米市HP
「リチウムイオン電池・乾電池類の
適正な分別を！（田主丸地域）」

久留米市HP
「ごみ分別アプリ「さんあ～る」令
和７年８月１日より配信開始」

> 耳納クリーンステーション
施設の場所 0943-74-2010うきは市吉井町富永2015

搬 入 日 時 月曜日～金曜日 8:30～16:00 土曜日 8:30～12:00 (休業日は日曜日、12月31日～1月3日)

料 金 1回の搬入量が100㎏以下の場合(10㎏毎に50円)
1回の搬入量が110㎏以上の場合(最初の10㎏より10㎏毎に100円)

各地区での資源物収集に出さずに直接処理施設へ持ち込む場合の
リチウムイオン電池使用製品の処理方法（田主丸地域）

・耳納クリーンステーション搬入許可証の持参

ホームページのご案内（田主丸地域）
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